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第１章 宮城県農林水産物・食品輸出促進戦略の策定について 

 

 １ 改定の趣旨 

〇 ２０２３（令和５）年４月に公表された「日本の将来推計人口［令和５年推計］」1の結果

によれば、我が国の総人口は５０年後に現在の７割に減少し、６５歳以上人口は総人口のお

よそ４割になると推計されており、人口減少と高齢化の進展、これに伴って懸念されている

国内市場の縮小（国内需要の減少）は避けることができない状況です。 

 

〇 このような中、将来に向けて農林水産業及び食品産業が発展していくためには、海外への

販路拡大が不可欠であり、国では、２０２０（令和２）年１１月に「農林水産物・食品の輸

出拡大実行戦略（以下「輸出拡大実行戦略」という）」を策定し、政府の輸出額目標である 

２０２５（令和７）年に２兆円、２０３０（令和１２）年に５兆円を達成するための取組を

推進しています。 

 

  〇 我が県においても、２０２２（令和４）年に「“MIYAGI”のグローバル化による富県宮城の

実現」を基本理念とする「みやぎ国際戦略プラン（第５期）」を策定しており、『宮城県農林

水産物・食品輸出促進戦略』は、このプランの食品輸出分野に関する個別計画として、   

２０２２（令和４）年３月に改定2されました。 

 

  〇 今般、計画期間の満了により「みやぎ国際戦略プラン（第６期）」が策定されることにあわ

せ、『宮城県農林水産物・食品輸出促進戦略』についても２０２５年度版（以下「本戦略」と

いう）に改定し、我が県の農林水産物・食品産業が置かれている現状や、これまでの取組を

振り返るとともに、新たな課題に対応する取組の方向性を示そうとするものです。 

 

 ２ 戦略の位置づけ 

〇 本戦略は県政運営の基本指針である「新・宮城の将来ビジョン」が掲げる「富県躍進！

“PROGRESS Miyagi”」の理念のもと、国際関連施策を総合的かつ計画的に推進するための計

画である「みやぎ国際戦略プラン」の食品輸出関連分野の個別計画です。 

 

 ３ 戦略期間 

〇 「みやぎ国際戦略プラン（第６期）」との連動性を確保するため、同プランの計画期間と

あわせて２０２５年度から２０２７（令和９）年度までの３年間とします。 
 
 

年度 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

新・宮城の将来ビジョン（10年）  前期(4 年) 中期（3年） 後期（3 年） 

宮城国際戦略プラン  第 5 期 第 6期 - 

宮城県農林水産物・食品輸出促進戦略  現戦略 戦略期間 - 

                                                      
1 ２０２３年４月２６日に上記推計結果の概要を公表／国立社会保障・人口問題研究所 
2 ２０１７（平成２９）年４月にスタートした「みやぎ国際戦略プラン（第４期）」にあわせて、最初の『宮城県農林水

産物・食品輸出促進戦略』が策定されている。 
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第２章 農林水産物・食品の輸出における現状と課題 

 

１ 世界情勢 

（１）世界経済の動向 

   ○ 世界の経済成長率3についてＩＭＦ（国際通貨基金）は、２０２４（令和６）年４月に公

表した「世界経済の見通し」の中で、２０２３年を３.２％とし、２０２４年と２０２５年

については同率で「横ばいで推移する」と予測しています。 

 

   ○ また、世界経済については、「新型コロナウイルス感染症の拡大以降、サプライチェーン

の混乱や世界的な商品価格の高騰などによる悲観的な見通しが示されていたが、世界経済

は結果的に景気の後退を免れ、強靭性を保った」と評価しています。 

 

   ○ 一方で、国の経済規模を示す各国のＧＤＰの推移をみると、米国、中国など各国が成長

を続ける中、我が国は、為替レートの変動が大きく影響しているものの、ドイツと入れ替

わって順位を下げるなど、停滞傾向が続いています。 

 

図１ 各国のＧＤＰの推移             図２ 各国の一人当たりＧＤＰの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出典：World Economic Outlook（April2024）／International Monetary Fund、 IMF 

                                                      
3 実質ＧＤＰ伸び率 

最終案で掲載予定 

各国の GDP 推移 
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 （２）世界人口の見通し 

○ 国立社会保障人口問題研究所が発表している「日本の将来推計人口」によると、我が国

の総人口は、２０７０（令和５２）年には９,０００万人を割り込み、高齢化率は３９％の

水準になると推計されており、人口は減少局面を迎えています。4 

 

○ また、２０２５年には全人口の約１８％が７５歳以上となるなど、諸外国と比較しても、

我が国の少子高齢化は長期的・継続的な傾向となっています。 

 

○ 一方、国連の推計によれば、世界の人口は２０２２（令和４）年末に８０億人を超え、

２０２４年以降も増加が続くと予測されており、２０３７（令和１９）年には９０億人に、

２０５８（令和４０）年には１００億人に到達するとみられています。 

 

図３ 日本の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 各国・地域の人口予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4 「日本の将来推計人口（令和５年推計）」国立社会保障・人口問題研究所 

最終案で掲載予定 

各国・地域の人口予測 
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 （３）デジタル化の推進 

〇 ２０２０年からの新型コロナウイルス感染症の世界的流行が収束した後、海外とのオン

ライン商談や電子商取引（ＥＣ）及びモバイル決済等が拡大し、企業や個人がオンライン

環境を利用して、海外とより容易に経済活動ができるようになっています。 

 

〇 国境を越えて通信販売を行うＥＣサイト「越境ＥＣ」に対して、購買者はスピードを重

視する傾向があることから、貿易手続の迅速な処理のニーズは高く、国際的な競争環境へ

対応するためのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）のほか、通関等国際的な貿易

手続の円滑化・デジタル化の推進が求められています。 

 

 （４）持続可能な社会に関する課題への対応 

〇 地球温暖化の影響による各地での異常気象とそれに伴う災害の頻発により、温室効果ガ

スの排出量を減らす脱炭素社会への移行が世界的に進んでいる中で、国は２０５０（令和

３２）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を

目指すことを宣言し（２０２０年１０月）、その他１２０以上の国と地域が「２０５０年カ

ーボンニュートラル」という目標を掲げています。 

 

〇 また、物流業界は担い手不足やカーボンニュートラルへの対応等の課題を抱えている中、

時間外労働規制の見直し等により物流の停滞が懸念され、我が国は「物流の２０２４年問

題」に直面しています。効率的な輸出物流の構築に向けて、地方の港湾や空港を活用し、

多様な輸出ルートの中から最適な輸送ルート・輸送手段を選択し、国内陸上輸送にかかる

時間とコストを短縮することが必要です。 

 

〇 さらに、ビジネスの場においてＳＤＧｓへの対応が重視され、ＳＤＧｓへの貢献を前提

としたビジネスモデルへの転換が求められています。最適な輸送ルート等の確立に止まら

ず、包装資材や保管技術等、輸送・保管に関する技術開発をＳＤＧｓに配慮しつつ進める

必要があります。 

 

 （５）諸外国による県産農林水産物等への輸入規制に関する対応 

〇 東日本大震災以降は、中国では全ての食品、韓国では水産物の禁輸措置が継続されてい

ます。さらに、２０２３年８月に開始された福島第一原発からのＡＬＰＳ処理水の海洋放

出の影響により、本県の主要輸出先であった香港でも水産物の禁輸措置が講じられました。 

 

○ 特に、本県は全国屈指の水産県であり、本県の輸出総額のうち水産物が約８割（２０２

４年県輸出アンケート）を占めており、多大な影響が及ぼされました。これらの国・地域

が行っている輸入規制が一日も早く解除されるよう、引き続き国に働きかけを行うととも

に、県産水産物・食品の安心・安全性を広く発信していく必要があります。 

 

 （６）農林水産分野及び食品分野の知的財産の侵害・海外流出への対応 

〇 経済のグローバル化に伴い、海外で日本産品の模倣品等が流通する事案や、種苗が海外
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に持ち出され現地で生産されることにより日本産品と競合する事案、日本産品のブランド

名や品種名が海外の別の品目として商標登録される事案等が発生しています。 

 

〇 農林水産物分野及び食品分野の知的財産の侵害・海外流出は、本来得られるべき利益や

権利、有力な海外市場の損失等、日本産品のブランド価値が毀損されることにつながりま

す。国では、品種の育成振興と種苗の流通の適正化を図り、農林水産業の発展に寄与する

ことを目的として、種苗法（平成１０年法律第８３号）に基づき、新品種保護のための「品

種登録制度」と、種苗の適正な流通を確保するための「指定種苗制度」を定めています。

これらに加えて、地理的表示（ＧＩ）保護制度により、その産品の市場における名称の不

正使用や模倣品を排除し、名称やブランドを保護することを推進しています。 
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２ 国の取組 

○ 国は、更なる輸出拡大に向けて、輸出先国による食品安全等の規制等に対応する必要がある

ことを背景に、輸出先国との協議、輸出を円滑化するための加工施設の認定等について、政府

が一体となって取り組む体制を整備するため、２０２０年４月に「農林水産物及び食品の輸出

の促進に関する法律（以下「輸出促進法」という）」を施行しました。 

 

○ また、これまでの輸出拡大の成果を踏まえ、「食料・農業・農村基本計画」（２０２０年３月

３１日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針２０２０」・「成長戦略フォローアップ」

（２０２０年７月１７日閣議決定）において、２０２５年までに２兆円、２０３０年までに５

兆円という輸出額目標を設定しています。 

 

○ この目標の実現に向けて、オールジャパンで輸出先国・地域のニーズ調査やブランディング

等を行う団体の認定制度の創設や、輸出事業計画の認定を受けた者に対する新たな金融上の措

置等、更なる輸出拡大に向けた施策を強化するため、輸出促進法を改正し、２０２２年１０月

に施行しました。また、輸出額目標達成には、成長する海外市場で稼ぐ方向への転換が必要と

し、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（２０２０年１２月農林水産業・地域の活力創造

本部決定、２０２３年１２月最終改定）を策定しました。 

 

○ 輸出拡大には「プロダクトアウト」から「マーケットイン」への転換が必要という認識の下、

「輸出重点品目」として現在２９品目を選定しています。各品目でターゲット国・地域と輸出

目標を設定し、オールジャパンによる輸出促進活動を行い、認定品目団体の取組を強化し、ま

た、輸出先国・地域に輸出支援プラットフォームを設置することで、現地で輸出事業者を専門

的・継続的に支援する取組を進めています。 

 

○ さらに、マーケットインの発想で輸出に取り組む事業者の支援として、融資や税制特例等の

支援や、地域ぐるみの生産・流通の転換による輸出産地形成の支援等に取り組むこととしまし

た。 

 

○ こうした取組により、財務省「貿易統計」を基に農林水産省が作成している「農林水産物・

食品輸出額」において、２０２３年の農林水産物・食品の輸出額は１兆４,５４１億円（前年比

２.８％増）となりました。しかし、２０２４年１月から６月までの輸出実績は７，０１３億円

（対前年同期比１．８％減）となっています。５ 

 

○ ２０２５年の輸出目標２兆円の達成にはまだ遠く、より一層の輸出促進が求められることか

ら、生産・流通の転換による輸出産地の形成、海外における輸出支援体制の確立や戦略的サプ

ライチェーンの構築、生産者・事業者が輸出や海外展開に取り組む土台となる環境の整備等の

取組を推進していくこととしています。 

 
５ 中国及び香港向けの輸出実績は、２０２３年夏のＡＬＰＳ処理水放出以降、対前年同期比で減少傾向となっていると

ころ、２０２４年１-６月累計ではそれぞれ▲４３.８％、▲１０.５％となった。（農林水産省輸出企画課） 
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図● 輸出拡大実行戦略における輸出重点品目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「農林水産物・食品の輸出促進について（２０２４年８月）」から作成 

 

図● 農林水産物・食品 輸出額の推移                   単位：億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省が作成 

コメ・パックご飯
・米粉及び米粉製粉

冷めても美味しい等の日本産米は寿司やおにぎり等に向き、
日本食の普及とともに拡大が可能。

錦鯉

清涼飲料水

菓子

「ＳＡＫＥ」は日本食のみならず各国の料理に合う食中酒等
として世界中で認知が拡大中。

日本産品の品質が世界中でブランドとして定着。

脂がのっている日本独自の魚種。近年、米国等への輸出額
が増加。

縁起のよい赤色は中華圏でも好まれる。活魚輸出の増加に
期待。

高品質は日本産ホタテ貝は世界で高く評価。水産物では輸
出額ナンバーワン。

ホタテ貝

真珠
真珠養殖は日本発祥。日本の生産・加工技術が国際的に
高評価。

日本文化の象徴としてアジア、欧州を中心に海外で人気。

緑茶飲料など日本の味が人気となり、伸び率が高い。

日本独自の発展を遂げ、他国にはない独創性。バラエティ
豊かな商品とコンテンツの普及とともに海外で人気。

カレールウなど日本食の普及とともに日本を代表する味に成
長。

日本が誇る発酵食品。和食文化の浸透とともに欧米・アジア
地域で人気も上昇。

味噌・醤油

清酒（日本酒）

ウイスキー

本格焼酎・泡盛
原料の特徴を残すユニークな蒸留酒としての評価があり、今
後の輸出拡大に期待。

香港や台湾で品質が高評価。アジアを中心に輸出の可能
性。

ぶどう

もも

かんきつ

かき・かき加工品

甘くて美味しく、見た目も良い日本の果実は海外でも人気。

輸 出 重 点 品 目 と 輸 出 目 標 額 の 設 定

海外で評価される日本の強みを有し、輸出拡大余地が大きく、関係者が一体となった輸出促進活動が効果的である以下の２９品目を選定。

輸出重点品目

製材

合板

和牛として世界中で認められ、人気が高く、引き続き輸出の
伸びに期待。

とんかつ、焼き鳥など日本の食文化とあわせて海外の日本
ファンにアピールすることで、今後の輸出の伸びに期待。

スギやヒノキは、日本式木造建築だけでなく香りの癒しの効
果も人気で、今後の輸出の伸びに期待。

合板の加工・利用技術は、日本の得意分野。日本式木造
建築とともに、今後の輸出の伸びに期待。

外国にはない品種に強み。輸出の伸び率が高い。

健康志向の高まりと日本文化の浸透とともに欧米を中心に
せん茶、抹茶が普及。

切り花

茶

ソース混合調味料

海外で評価される日本の強み 海外で評価される日本の強み

いちご

かんしょ等※

輸出重点品目

果
樹

野
菜

牛肉

豚肉、鶏肉

鶏卵

牛乳・乳製品

りんご

焼き芋がアジアで大人気。輸出が急増。

ぶり

たい

半熟たまごが浸透し、生食できる卵としての品質が評価さ
れ、更なる輸出の伸びに期待。

※その他の野菜（たまねぎ等）についても、水田等を活用して輸出産地の形成に
積極的に取り組む。
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３ 県の取組 

〇 本県では、２０１０年（平成２２年）２月に「宮城県食品輸出促進協議会」が設立され、意

欲ある県内の農林水産・食品事業者及び関係機関が一体となり、県産農林水産物等の輸出を促

進してきました。 

 

〇 ２０１１年（平成２３年）３月には、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影響に

より輸出を取り巻く環境が大きく変化したほか、中国や韓国など、諸外国による県産農林水産

物等への輸入規制措置は一部で現在も継続されるなど、厳しい状況が続いています。 

 

〇 このような中、２０１６年（平成２８年）５月に国が策定した「農林水産業の輸出力強化戦

略」などを踏まえ、県は２０１７年３月に最初の「宮城県農林水産物・食品輸出促進戦略」を

策定しています。 

 

〇 これまでの戦略期間中には、２０２０年度から拡大した新型コロナウイルス感染症による海

外渡航の制限といった不測の事態もありましたが、オンライン商談や電子商取引（ＥＣ）によ

る事業を実施するなど、継続して取組を展開してきました。また、海外渡航制限が緩和された

２０２２年度以降は、海外バイヤー向けＷＥＢ商品カタログの作成などデジタル化への対応を

継続しながら、現地でのプロモーションにも積極的に取り組んでいます。 

 

〇 ２０２２年度版戦略において重点的に輸出支援を行う基幹品目として設定した「水産物」「米」

「牛肉」「いちご」及び「日本酒」の５品目については、それぞれ定めた取組の方向性に従い、

輸出促進を図ってきました。マーケットイン型の輸出促進に取り組み、海外ニーズを的確に捉

え、生産者等へフィードバックを行い、生産・加工、流通、販売に取り組む事業者とのネット

ワークやパートナーシップにより、既存商流の定着と新規商流の構築に繋げてきました（詳細

は「第４章 輸出基幹品目」のとおり）。 

 

〇 輸出基幹品目以外の県産品についても、海外市場のニーズや取引先のリクエストに応えた県

内企業への支援や、日本国内外でのパートナーとのマッチング支援を実施し、県内の港湾や空

港等を活用した、より経済的・効率的な物流の検証などを通じて、多くの国・地域に向けた輸

出を実現しています。 

 

〇 なかでも、仙台港から香港向けの輸出に取り組んだ「さつまいも」については、県内生産者

と輸出商社、物流業者、香港の輸入者、現地のリテール（販売店舗）が、定期・定量の輸出を

行うバリューチェーンを構築し、その品質も高い評価を得ています。 

 

○ また、２０２３年度には、仙台港からシンガポール向けの県産梨・山形産ぶどうの混載によ

るテスト輸出が行われたほか、台湾向けのいちごの定期・定量輸出を行う物流体制が構築され、

２０２４年度についても、本県産と隣県産の青果物の混載による仙台港からアジア向けの輸出

が計画されています。 
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《取組例》 

○ 宮城県食品輸出促進協議会と連携した取組  

２０１０年２月に「宮城県食品輸出促進協議会」が設立されました。会員数は、１４８団
体・個人（令和６年６月２１日現在）となっており、会員向けセミナーの開催、バイヤー招
へいの実施、ＡＬＰＳ処理水放出に伴う東京電力ホールディングス株式会社への損害賠
償に関する説明会の開催などの事業を実施しています。 

○ 広域連携による仙台港からの青果物の混載輸出の実証  

２０２３年、宮城大学による品質保持技術の監修のもと、宮城県産の梨と山形県産の
シャインマスカットをリーファーコンテナに混載し、海上輸送により仙台港からシンガポー
ル向けに輸出する実証試験を初めて行い、輸送日数は、通常、京浜地区へ陸送する輸
送ルートより長くなったものの、品質保持については特に問題がありませんでした。２０２
４年には更に県域を広げ（宮城県、山形県、岩手県）、混載する果物の品目も増やして
同様の取組を実施する予定です。 

○ 県産さつまいもの仙台港から香港への輸出  

従来、京浜地区の指定倉庫まで陸送し、東京港から香港まで海上輸送していたさつ
まいもの輸出について、輸送スケジュールの調整等により、京浜地区へ陸送した場合と
輸送日数を同程度としたことで、２０２３年に京浜地区への陸送部分を仙台港からの海
上輸送に全面的に切り替え、横浜港経由で香港に輸出する物流体制を構築しました。
産地で直接バンニングを行い、陸送時間を短縮することにより、品質の安定化と CO2 排
出量の削減に寄与しています。 

○ 民間企業との連携協定の締結・実行  

２０２３年１２月に、国内外に「ドン・キホーテ」を展開する株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス（以下、「ＰＰＩＨ」）と連携協定を締結し、PPIＨが持つ
海外販売網の活用により輸出量を伸ばしています。 

 

○ 「仙台いちご®」の仙台空港から台湾への輸出  

ＪＡグループが主体となり、２０２４年にＪＡみやぎ亘理管内で生産された「仙台いちご
®」を初めて仙台空港から直行便で台湾に輸出しました。  
コロナ禍以降に仙台空港から県産食品の輸出が再開されたのは初めての事例であり、
直行便で空輸された新鮮ないちごは「大粒で美味しい」と台湾の消費者から高い評価を
得ました。 

○ 国際ビジネス推進コーディネーターによる個別相談  

貿易に関する知識を有する者を「国際ビジネス推進コーディネーター」として宮城県経
済商工観光部国際ビジネス推進室に配置し、県内事業者からの貿易実務等の個別相
談に対応しています。 

 

○ オール東北での輸出プロモーションの実施  

東北経済連合会（わきたつ東北戦略会議）が主導する THAI FEXに出展し、東北各県
合同の海外プロモーションを展開し、東北の産品の認知度向上やブランド化を図りまし
た。 

 

○ 企業間連携による県産食品の仙台港から香港への輸出  

 (株)栗駒ポートリー（栗原市）が鶏卵の香港向けの輸出で構築した商流を活用し、企
業間連携により、２０２４年から(株)ライシー宮城（栗原市）が生産・集荷する県産米の香
港向けの輸出を開始しました。鶏卵は仙台港から横浜港経由で、米は仙台港から韓国
の釜山港経由で香港まで海上輸送されており、今後も更なる取扱い品目の増加が期待
されます。 

○ 海外バイヤー向け商品データベースの構築  

２０２４年には、JETRO「JAPAN STREET」と連携し、海外バイヤー向けに魅力的な商
品情報をタイムリーに共有可能な「商品カタログデータベース」を構築しました。これによ
り、宮城県産商品の海外バイヤーへの訴求力向上、更なる商談機会の創出、県内企業
の輸出拡大を目指します。 
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第３章 目指すべき姿 

１ 基本理念 

〇 人口減少とそれに伴う国内市場の縮小は、県内の農林漁業者及び食品製造業者等の事業継続

と産業全体の成長のために、乗り越えなければならない課題です。 

 

〇 第２章で示したとおり、県では、関係機関とのパートナーシップや生産・加工、流通、販売

に取り組む事業者とのネットワークにより輸出を促進し、農林漁業者及び食品製造業者等を支

援してきました。これらの取組により、本県の輸出に取り組む事業者やその利益が増加するな

ど、一定の成果を上げています。 

 

○ この成果を踏まえて、本戦略においては、基本理念を「みやぎの“おいしい”を世界に届け

る」とし、関係機関や事業者との一層の連携強化により、本県の安心・安全でおいしい食品の

輸出が拡大し、本県の産業全体が成長する姿を目指します。 

 

○ これは、「新・宮城の将来ビジョン」に掲げる県政運営の理念である「富県躍進！“PROGRESS 

Miyagi～多様な主体との連携による活力ある宮城を目指して～」が見据えている「民の力を最

大限に生かした多様な主体の連携」の推進にも貢献するものです。 
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２ 基本方針 

〇 基本理念の実現に向けて、４つの基本方針“輸出に取り組む事業者の増加と利益拡大”、“販

路拡大による輸出品目と輸出量の増加”、“持続的なバリューチェーンモデルの構築”、及び“パ

ートナーシップの充実”に取り組み、輸出促進に取り組んでいきます。 

 

（１）輸出に取り組む事業者の増加と利益拡大 

背景と課題 

○ 国内市場が縮小傾向にある一方で、日本産食品の海外における人気や需要は高まっている

とともに、近年の新型コロナウイルス感染症対策の世界的な緩和による外食産業の回復や、

円安などの外部環境が、食品の輸出拡大にとって好機となっています。 

○ 輸出への取組を志向する県内事業者は増加傾向にありますが、県内の食品製造業者は中小

企業が多く、輸出に取り組むマンパワーやノウハウが不足している状況にあります。 

○ 海外からの継続的な受注を獲得し、事業者の利益拡大に繋げるためには、従来の国内向け

に作った商品を売る「プロダクトアウト型」の輸出から、海外市場で求められる品質や規格

の商品を生産・販売する「マーケットイン型」の輸出への転換が必要であり、その動きは加

速化しています。 

 

取組の方向性 

〇 個々の事業者の取組段階や要望や、きめ細かなフォローアップを実施することにより、輸

出に取り組む事業者が増加し、輸出拡大が進むことを目指します。 

〇 宮城県産食品（農産物の品種、日本酒の銘柄等）の特長を活かし、個別の海外ニーズに応

えるマーケットイン型の輸出を行うことにより、継続的な受注に繋げ、農林漁業者及び食品

製造業者等の利益拡大に結び付くことを目指します。 

 

具体的な取組  今後の予算編成の状況によって加筆・修正の可能性あり 

・宮城県食品輸出促進協議会やジェトロ等と連携したスタートアップ支援 

・「国際ビジネス推進コーディネーター」による県内事業者からの貿易実務等の個別相談対応 

・県が重点的に取り組む国・地域、品目でのマーケティング支援 

・マーケットニーズに合わせた事業者の掘り起こし・マッチング支援 

・事業者の意識啓発に向けたセミナーの開催 

・海外バイヤーの招聘 

・海外ビジネスマッチング（商談）の実施 

 

（２）販路拡大による輸出品目と輸出量の増加 

背景と課題 

○ 海外では宮城県産農林水産物・食品への認知度が低く、日本人と異なる嗜好を持つ海外の

消費者に求められる品目は多くはなく、販路も日系・アジア系の外食産業や小売店が中心で

あり、日本国内の他産地との競争も激しさを増しています。このことから、既に日本産食品

が多く輸入されている国・地域（レッドオーシャン）だけでなく、未だ日本産食品の輸入が

少ない国・地域（ブルーオーシャン）や、食品輸出のハードルが高い国・地域（米国、EU、
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台湾等）をターゲットとし、他産地に先駆けて県産品の販路開拓に取り組んでいく必要があ

ります。 

○ 東日本大震災以降は、中国では全ての食品、韓国では水産物の禁輸措置が継続されていま

す。さらに、２０２３年８月に開始されたＡＬＰＳ処理水放出の影響により、本県の主要輸

出先であった香港でも水産物の禁輸措置が講じられました。これらの国・地域に替わる海外

市場への販路開拓が急務となっています。 

 

取組の方向性 

〇 日本産食品のニーズが高いにも関わらず、未だ日本産食品の輸入が少ない国・地域（ブル

ーオーシャン）をリサーチし、いち早く販路開拓に取り組むことにより、宮城県産食品の輸

出拡大に繋げます。 

○ ジェトロなど関係機関との連携を一層強化し、中国や韓国、香港等に代わる代替市場の開

拓を推進します。 

具体的な取組  今後の予算編成の状況によって加筆・修正の可能性あり 

・県内事業者へのマーケットイン型の商品開発支援（ハンズオン支援） 

・海外ニーズ調査、マーケティング調査の実施と事業者へのフィードバック 

・海外ニーズに応じた商品のブラッシュアップからマッチング・商流構築までの伴走型による

支援 

・海外市場で求められるスペック（量・価格・品質・規格）での生産体制構築に向けたグロー

バル産地の育成 

・相手国の求める農薬規制・衛生管理などに対応した生産・加工施設の整備促進 

・海外で求められる国際認証等の取得支援 

・海外知的財産権の情報把握と登録に向けた検討の推進 

・海外新市場への販路開拓に向けた商流の選定と物流の構築 

・輸出先国・地域の食品輸入規制や、輸出に必要な手続き・留意点等についての県内事業者へ

の情報提供 

 

（３）持続的なバリューチェーンモデルの構築 

背景と課題 

○ 食品の輸出はロットの確保や品質の保持、流通コストの低減などが大きな課題であり、特

に水産物や青果物といった生鮮食品については発注に応じてその都度対応するスポット（単

発の）輸出が主流となっています。 

○ 県産食品の更なる輸出拡大に当たっては、生産・加工・流通・販売に係る事業者が連携し、

産地での生産から海外現地での販売まで、最適な商流・物流を選定し、品質を保持しながら

大ロットの食品を定期的・定量的に輸出するバリューチェーンモデルを構築することが重要

です。 

○ 近年の県事業による取組として、いちご（アジア・グアム）、さつまいも（香港）、日本酒

（イタリア）、米（香港）、鶏卵（香港）について、定期・定量輸出を行うバリューチェーン

モデルが構築されています。 

○ 県では２０２３年１２月に、国内外に「ドン・キホーテ」を展開するＰＰＩＨと「県産品
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の海外販路拡大に関する包括連携協定」を締結しました。ＰＰＩＨが持つ海外販売網等の活

用による、輸出品目と輸出量の拡大が期待されています。 

 

取組の方向性 

〇 産地から海外現地までが一体となり、生産・加工、流通、販売に関わる事業者が連携し、

輸出先国・地域に合わせた最適商流・物流を選定することにより、高品質な商品の安定的・

継続的な輸出を実現するバリューチェーンモデルを構築します。 

〇 包括連携協定を締結したＰＰＩＨが運営する海外小売店など現地パートナーと連携した

プロモーションを展開し、そのネットワークや販売網を活用しながら、戦略的に商流の構築

や販路拡大に取り組みます。 

具体的な取組  今後の予算編成の状況によって加筆・修正の可能性あり 

・複数の食品製造事業者（生産者、加工業者等）、流通事業者（輸出商社、物流業者）、海外現地

販売者（小売店、飲食店等）による連携体制の構築支援 

・多品目による共同プロモーションや混載による物流コストの低減等により新たな商流の構築に

つなげるための取組支援 

・輸出品目に適した品質保持技術の開発・導入 

・生産担当課と連携した、生産量増加・品質向上に向けた技術的支援 

 

（４）パートナーシップの充実 

背景と課題 

○ 第３章の「目指すべき姿」でも述べたように、東北地方から輸出される農林水産物や食品

は、主に京浜地区の倉庫までトラックで陸送してコンテナに積み替えし、東京港や横浜港か

ら海上輸送、または成田空港などから空輸されるケースが多くなっています。 

○ しかし、近年は「物流の２０２４年問題」や「カーボンニュートラル」への対応として、

トラック輸送を削減することによる陸送時間の短縮や、ＣＯ２削減への取組が求められてい

ます。今後は物流を取り巻く環境の変化を考慮し、効率的で最適な物流の構築を検討してい

く必要があります。 

○ そのため、県では、仙台港及び仙台空港を活用した県産食品の輸出を推進しています。生

産者、輸出商社、物流業者や業界団体等と連携して物流構築に取り組んだ結果、米や青果物、

鶏卵などにおいて、仙台港及び仙台空港からの輸出が増えてきており、県域を越えた複数品

目の青果物の輸出事例も生まれています。 

○ 将来的には、広域連携により東北地方の食品を集約して混載し、効率的に仙台港や仙台空

港から輸出する物流体制の構築も望まれます。 

○ また、東北の産品の海外における認知度やブランド力の向上に向け、今後は各県単独では

なく、東北６県の自治体や関係機関が広域連携し、「オール東北」での輸出の促進や、海外プ

ロモーションなどに一体的に取り組んでいくことが重要です。 

○ さらに、国や地方自治体、業界団体（ＪＡグループ、ジェトロ、(一社)東北経済連合会、

ＧＦＰ東北等）食品輸出に携わる商社等の専門企業、学術組織（大学や公設試験場等）など

関係機関との連携を強化し、必要な技術や知見等の情報を収集しながら、海外販路の拡大に

取り組んでいくことが効果的です。 
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取組の方向性 

○ 「オール東北」での食品輸出の取組を促進するとともに、東北産の複数品目の食品を混載

により仙台港や仙台空港から輸出する物流体制を構築し、物流コストの削減やリードタイム

の短縮を図ることにより、東北の産品の海外における競争力や優位性を高めます。 

○ ジェトロ、ＧＦＰ東北、東北経済連合会などの関係機関と連携した東北６県合同の海外プ

ロモーションを展開し、東北の産品の認知度向上やブランド化を図ります。 

 

具体的な取組  今後の予算編成の状況によって加筆・修正の可能性あり 

・東北産の複数品目の食品の混載によるテスト輸出の実施 

・広域輸出セミナーの開催 

・関係機関や業界団体と連携した東北６県合同海外プロモーションの実施 

・関係機関や業界団体と連携した東北６県合同によるバイヤー招聘、商談会の開催 
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第４章 輸出基幹品目 

１ 輸出基幹品目の設定 

〇 ２０２２年度版の「宮城県農林水産物・食品輸出促進戦略」では、重点的に輸出支援を行う

基幹品目として「水産物」「米」「牛肉」「いちご」及び「日本酒」の５品目を設定し、品目ごと

の取組方針を定めました。 

 

〇 その戦略期間においては、新型コロナウイルス感染症の拡大による消費や物流への影響、福

島第一原発からのＡＬＰＳ処理水の海洋放出による周辺諸国の禁輸措置など、厳しい環境下に

ありながら、それぞれの品目の輸出に関する取組は一定の成果を挙げています。 

 

〇 このことから、本戦略においても輸出基幹品目を定め、輸出拡大を目指します。品目につい

ては、第２章で示した取組の成果を踏まえて、従来の５品目に「さつまいも」を加えた６品目

を輸出基幹品目に設定します。 

 

〇 なお、本戦略の計画期間においても、国際情勢や自然環境などはめまぐるしく変化すると考

えられることから、輸出促進のターゲットとする国や地域については定めず、海外市場のニー

ズを捉えながら、柔軟に対応していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水産物 米 牛肉 いちご 日本酒 さつまいも 

輸出基幹品目 

対象国・地域 

国際情勢や自然環境の変化、デジタル化の進展などにより、 

海外情勢が変化することから，海外ニーズを捉えながら柔軟に対応。 
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（１）水産物 

① これまでの取組 

○ 本県は、世界三大漁場の三陸沖を有し、全国有数の漁港に多種多様な魚が多く水揚げ

されており、海面養殖業も盛んです。輸出に向けた情報の収集・共有、生産体制の整備、

連携体制の強化等の取組を推進する「水産物輸出促進プロジェクト」として、加工品も

含めて広く水産物の輸出を展開しています。 

〇 マーケットイン型ハンズオン支援による生産者のサポートや特定品目の輸出促進を

展開してきており、２０２３年には、ベトナム、タイ、マレ－シア、香港の４か国から

１６名のバイヤーを招聘し、ホヤやカキ等の試食会や、ホタテ加工場やギンザケ、ウニ

の陸上養殖場の産地視察を実施するなど、継続的なプロモーションに取り組みました。 

〇 ホヤについては、最大の輸出先であった韓国の輸入規制により販路が絶たれたことか

ら、他地域での需要創出に取り組み、新たな輸出先国の開拓を行いました。２０２３年

には、現地飲食店へホヤを使ったレシピを提供し、海外現地のパートナーと連携して、

ベトナム、マレーシア、シンガポールの９店舗の飲食店でのメニューフェアが実現し、

うち３店舗においては、継続した納品にも繋がっています。カキについても、海外市場

ニーズを踏まえた商品づくりに取り組んでいます。 

〇 国の補助事業を活用し、石巻食品輸出振興協議会（事務局：石巻市）が行う北米輸出

のための産地体制の確立や、水産事業者が行うＨＡＣＣＰ等対応施設改修の支援を実施

しました。 

 

《取組例》 

○ 産地への海外バイヤー招聘の実施  

２０２４年、５か国・地域（台湾、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム）か
ら１５社の商社・飲食店のバイヤー等を招聘し、産地視察（仙台市中央卸売市
場、ギンザケ・ウニの陸上養殖）を実施し、宮城県産水産物の魅力と生産環境
を実際に見てもらうことで、今後の販路拡大の足掛かりを作りました。 

○ ホヤメニュー開発による新たな需要創出  

 
２０２３年、ホヤを使ったメニューを２５品考案し、ベトナム３店舗、マレ－シア

３店舗、シンガポ－ル３店舗、計９店舗でメニューフェアを実施しました。フェア
終了後の継続した納品もベトナムの３店舗で決定しました。現地インフルエンサ
ーも来店し、SNＳでホヤをアピールするなど県産ホヤの知名度向上にも繋がり
ました。 

○ アジア圏に向けたカキプロモーションの実施  
ベトナム、タイの飲食店においてフェア商談会を実施し、フェア実施後には多

くの注文が入りました。広島県との連携により両県産のカキを使った料理を提
供し、魅力をアピールするとともに、更なる輸出促進に繋げることができました。 

 

② 現状と課題 

○ ２０２３年の水産物の輸出額は３,９０１億円（前年比１００.７％）で、国の輸出拡

大実行戦略では、２０２５年の輸出目標を１．２兆円としています。ブリ、タイ、ホタ

テ、真珠及び錦鯉の５品目が輸出重点品目に選定されています。 

〇 宮城県の海面漁業漁獲量は１７１,６００トン、海面養殖業収獲量は８８,７００トン

で、ギンザケ及びホヤ類の収穫量は全国第１位、カキ類の収穫量は全国第２位となって

います（令和５年漁業・養殖業生産統計）。また、海面漁業・養殖業産出額は９２２億円

（前年比１４０.８％）で、全国第４位、東北地方第１位の産地となっています（２０２
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２年、漁業産出額年報（農林水産省））。 

〇 国内消費量は減少傾向にありますが、世界の水産物消費量、輸出入量は増加傾向にあ

ることから、海外における販路拡大のため、海外市場における認知度や消費ニーズ、食

嗜好、流通経路等を捉えたマーケットイン型の商品開発やプロモーションが必要です。 

〇 近年、海水温上昇など海洋環境が変化しており、水揚魚種の変化、ホヤやカキ等の養

殖品目の生産不調が生じています。原材料の確保、安定供給のため、海洋環境の変化に

対応した生産体制の環境整備が必要です。 

○ 東日本大震災以降の中国や韓国による禁輸措置に加え、２０２３年８月に開始した福

島第一原子力発電所からのＡＬＰＳ処理水の海洋放出の影響による香港での水産物の

禁輸措置により、これらの国・地域に替わる海外市場の開拓が必要です。 

〇 ＥＵ、北米向けの輸出には、生産（二枚貝の生産海域、漁船）から加工・流通に至る

までＥＵ等の求める衛生基準を満たす必要があり、取得において民間事業者単独ではハ

ードルが高く、輸出が進められていない状況です。 

 

③ 取組の方向性 

○ 県産水産物の販路拡大のための伴走型支援の継続 

「水産物輸出促進プロジェクト」として、海外ニーズの把握や輸出先国が求める衛生

基準への対応、ＨＡＣＣＰ等の認証取得等の支援を引き続き推進し、県産水産物の販路

拡大を促進します。 

〇 海洋環境変化に対応した輸出品目の開拓と輸出促進 

海水温上昇の影響を受けた養殖種について、海外市場ニーズを踏まえた商品づくりと

輸出促進に向けたプロモーションを実施するとともに、将来的には、海水温上昇などの

海洋環境の変化に対応した養殖種や魚種を新たな輸出品目として検討します。 

〇 関係機関とのネットワークを活かした新たな市場開拓 

輸入規制の撤廃や風評被害の防止に向けた取組とともに、包括連携協定を締結したＰ

ＰＩＨのネットワークや、海外で拡大する店舗網の活用や、民間企業及びジェトロなど

関係機関との連携を一層強化し、ターゲットとする国や地域の転換を検討し、中国や韓

国、香港等に代わる代替市場の開拓を推進します。 

〇 ＥＵ、北米向けの水産物輸出に向けた対応 

  生産から流通に関係する事業者・団体と行政が連携し、二枚貝の生産海域の指定や食

品加工施設等のＨＡＣＣＰ認証取得等に向けた体制整備の検討を進めます。 

 

《事業展開／イメージ》 

○ 震災や自然災害等へ対応できる輸出体制への進化  

事業者や関係機関等の連携を深め、震災や環境変動等の新たな課題に対
応していくとともに、国の補助事業を活用しながら衛生管理の高い施設整備等
を進め、一層の水産物の輸出を促進します。 

○ メキシコ市場への水産物の輸出促進  

 在外県人会の存在など歴史的に縁があり、親日で日本食の人気・需要が高
い現状にありながら、いまだ日本産食品の輸入量が少ないメキシコを新規有望
市場に位置付け、小売店、飲食店等でのフェア実施により県産水産物の販路
を開拓します。 
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（２）米 

① これまでの取組 

○ 宮城県では、主にＪＡグループによる国内大手米卸業者と連携した銘柄米の大ロット

輸出、県内の大規模農業法人及び米卸業者等による海外小売店向けや業務用米の輸出の

取組が展開されています。 

○ 県内の大規模農業法人及び米卸業者等による主な輸出の取組として、２０２０年に香

港のおむすびチェーン店向けの県産米の輸出が開始しました。また、２０２４年には、

異業種の企業間連携により、鶏卵の輸出で構築した商流を活かして香港の大手食品商社

への県産米の輸出が開始しており、いずれも継続的な輸出が行われています。 

○ 海外での健康志向の高まりを受け、２０２２年度宮城県事業により、県が育成した巨

大胚玄米品種「金のいぶき」のアメリカにおけるプロモーションを展開するとともに、

２０２３年には県内の米卸業者が現地ＥＣサイトでの販売を開始しました。 

〇 広域連携による米輸出の取組として、２０２４年度に(一社)東北経済連合会が大手米

卸業者と連携し、東南アジア最大級の食品見本市「THAIFEX」におけるジェトロのジャパ

ン・パビリオンに出展、東北６県及び新潟県の米のプロモーションを実施しました。 

 

《取組例》  

○ 香港のおむすびチェーン店と連携した県産米の輸出  
(株)舞台ファーム（仙台市）及び（株）タカショク（栗原市）が２０２０年に香港で

おむすびチェーン店「華御結」（はなむすび）、「OMUSUBI」を展開する百農社に
宮城県産米の輸出を開始。「ひとめぼれ」などを中心に継続した輸出が行われ
ています。香港でのおむすび人気の高まりを受け、店舗は拡大を続けており、
今後も県産米の取扱い量の増加が期待されます。 

○ 企業間連携による県産食品の輸出拡大  
(株)栗駒ポートリー（栗原市）は、２０２１（令和３）年に香港の大手食品商社で

ある四洲集団への鶏卵の輸出を開始。両社間の安定的な取引拡大に向け、鶏
卵以外の取扱い品目を増やすことで合意し、２０２４年から(株)ライシー宮城（栗
原市）と連携して県産米の輸出を開始しました。異業種の企業間連携により、
県産食品の輸出拡大につながりました。 

○ アメリカにおける「金のいぶき」のプロモーションの展開  
２０２２年度宮城県事業により、Tastemade Jaoan (株)が、栄養価の高い巨大

胚玄米品種「金のいぶき」のアメリカにおけるプロモーションを展開。レシピ動画
の再生数は合計で８４万回再生を超え、関心の高さが伺えました。２０２３年に
は、(株)タカショク（栗原市）が、「金のいぶき」の Amazon での販売を開始しまし
た。 

 

② 現状と課題 

○ 人口減少と米の一人当たり消費量（２０２２年：５０.９kg）の減少により、今後我が

国の米の年間需要量は毎年１０トンずつ減少していくことが見込まれています。一方で、

米の輸出は近年大きく増加しており、２０２３年の輸出額は９４億円（前年比１２７％）、

輸出量は３７,１８６トン（前年比１２９％）で、直近４年間で倍増しています。国の輸

出拡大実行戦略では、２０２５年の輸出目標を１２５億円としています。 

○ 宮城県の水稲の作付面積は６０,９００ha、生産量は３４４,７００トン（２０２３年

産、農林水産統計）、産出額は６３０億円で、全国第５位、東北地方第３位の産地となっ

ています（２０２２年産、農林水産統計）。本県では、国の輸出拡大実行戦略に基づく重

点品目の輸出産地として、ＪＡみやぎ登米（登米市）、ＪＡいしのまき（石巻市、東松島
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市、女川町）、全農宮城県本部（ＪＡ仙台、ＪＡ加美よつば、ＪＡ新みやぎ管内の市町村）

の輸出事業計画が認定されています。また、ＪＡみやぎ登米は、２０２４年６月に国の

輸出取組の手本となる産地として、「第 1回フラッグシップ輸出産地」に選定されていま

す。 

○ 本県では「ひとめぼれ」等を中心とした銘柄米の輸出が行われており、海外の実需者

からは県産米の品質について一定の評価を得ていますが、国内他産地との産地間競争、

また、輸出先国・地域によっては価格競争が激しい状況となっているため、県産米の競

争力を高め、他産地との差別化を図っていく必要があります。あわせて、未だ日本産米

の輸出が少ない新規有望市場の開拓に積極的に取り組んでいくことが重要です。 

○ 海外現地では、近年、炊飯の手間が省け、美味しい日本産米を手軽に食べられるパッ

クご飯の人気と需要が高まってきており、輸出量も伸びています。本県でも、ＪＡグル

ープや民間企業が、それぞれパックご飯をアジアや欧米の各国・地域に輸出しています。 

 

③ 取組の方向性 

○ 県産米の競争力強化による安定生産・輸出体制の構築 

生産者に対し、多収米品種や省力化技術、アグリテック（スマート農業）の導入を推

進し、収量の増加と生産コストの低減を図り、県産米の他産地との競争力を強化します。 

あわせて、輸出用米の生産を県内全域に拡大し、海外需要に応える県産米の安定生産・

輸出体制を構築します。 

○ 関係機関との協働による販路の共創 

ＪＡグループ、大手米卸業者、県内の農業法人や米卸業者、(一社)東北経済連合会や

ジェトロ等の関係団体との連携を強化し、海外商談会や食品見本市への出展、現地での

プロモーションの実施などを通して、販路の共創や新規有望市場の開拓に積極的に取り

組み、県産米の更なる輸出拡大を目指します。 

○ 「みやぎ米」の特長を活かした販売チャネルの拡大 

日本産米の主要銘柄（作付面積全国第２位）であり、世界的にも知名度の高い「ひと

めぼれ」をはじめ、高級寿司店向けの「ササニシキ」、健康志向やヴィーガン需要に応え

る「金のいぶき」、手軽に食べられるパックご飯等、多彩な「みやぎ米」の特長を活かし

たマーケットイン型の輸出を展開し、海外における販売チャネルを拡大します。 

 

《事業展開／イメージ》 

○ 県産米の競争力強化による安定生産・輸出体制の構築  

県産米の競争力の強化に向け、多収米品種や省力化技術、アグリテックの
導入を推進し、収量の増加と生産コストの低減を図ります。また、現在は県産
米の輸出は県北地域を中心に行われていますが、未だ輸出がほとんど行われ
ていない県南地域にも輸出用米の取組を拡大し、県が一体となった輸出体制
の構築を目指します。 

○ 関係機関との協働による販路の共創  

ＪＡグループ、大手米卸業者、県内事業者との連携を強化し、海外商談会や
食品見本市への出展、現地でのプロモーションの実施などを通して、販路の共
創や新規有望市場の開拓に積極的に取り組み、県産米の更なる輸出拡大を図
ります。また、業界団体等との協働により、東北地方広域での海外プロモーショ
ンを展開します。 
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（３）牛肉 

① これまでの取組 

○ 宮城県では、年間約２万５千頭の肉用牛が出荷されていますが、県の地道な育種改良

により産肉能力が高い種雄牛を造成し、また農家の生産技術が優れることにより、２０

２３年度はそのうち約５割程度の１１,５０５頭が「仙台牛」として出荷され、主要銘柄

牛の出荷量としては全国トップクラスを誇ります。仙台牛は黒毛和種であり、枝肉取引

規格の「Ａ５」及び「Ｂ５」（肉質等級５かつ歩留等級Ａ又はＢ）と評されたものだけで、

国内の主要銘柄牛の中では、唯一５等級に限定する最も厳しい格付け基準となっていま

す。また、仙台牛銘柄推進協議会が認定した市場及び共進会等に出品された牛肉のみが

「仙台牛」として販売されています。 

○ 県では肉用牛のうち、仙台牛の輸出を重点的に推進しており、これまで霜降り度合が

高い牛肉が好まれる香港や台湾などを中心に、現地ニーズの高いロイン系の部位を中心

とした納品や、飲食店でのプロモーションなどに取り組んできたほか、仙台牛のブラン

ド向上にむけた部位別の商品提案も行ってきました。 

○ ２０２３年には、日本酒の輸出で構築した商流を活用し、「MIYAGI STYLE」の手法を取

り入れた宮城県産日本酒と仙台牛とのペアリングによるプロモーションを行い、イタリ

アへの仙台牛の輸出を実現しました。仙台牛はイタリアで高い評価を受けており、継続

した輸出につながっています。 

 

《取組例》 

○ 海外現地飲食店におけるプロモーションの実施  

香港や台湾の焼肉店等において仙台牛のプロモーションを実施し、仙台牛
の美味しさや魅力をＰＲしました。あわせて、仙台牛に合う宮城県産日本酒の
紹介を行いました。仙台牛、日本酒ともに高い評価を得ており、継続した取引に
つながっています。 

○ 仙台牛の部位別提案  
輸出商談会や展示会において、海外のバイヤーや飲食店等に対し、仙台牛

の部位別の食べ方提案に取り組んでいます。海外ニーズの高いロイン系だけ
でなく、１頭買いを推進することにより、仙台牛のブランド価値の向上に努めて
います。 

○ 「MIYAGI STYLE」の手法による仙台牛のイタリア向け輸出の実現  
２０２３年、「MIYAGI STYLE」の手法により、イタリアの飲食店において宮城県

産日本酒と仙台牛とのペアリングによるプロモーションを行い、仙台牛の輸出を
実現しました。２０２３年度は仙台牛８０kg の成約につながり、その後も継続した
取引が行われています。 

 

② 現状と課題 

○ ２０２３年度の仙台牛の輸出数量は約４６トン（前年度比１２６.２％）で、輸出量は

コロナ禍前の水準まで回復している一方、全出荷数量に占める輸出数量の割合は約１％

と低い現状です。 

○ ２０２３年度の仙台牛の主な輸出先国・地域は、輸出量が多い順に台湾、アメリカ、

香港、シンガポール等となっています。なお、輸出用の牛肉は、輸出先国・地域ごとに

認定を取得している食肉処理施設でと畜を行う必要があり、県内の食肉処理施設はマカ

オ、タイ、ベトナム向けの認定は取得していますが、仙台牛の需要が高い国・地域向け
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の認定は未取得となっています。これらの国・地域に向けて安定的に仙台牛を輸出でき

る体制の構築が求められていますが、そのためには大規模な施設改修に伴う設備投資が

必要になります。 

○ 和牛銘柄では、「KOBE BEEF」がいち早く輸出に取り組み海外での知名度を獲得しまし

たが、仙台牛は海外における知名度は未だ低い状況です。また、西欧式の食文化圏にあ

っては、ステーキが主に好まれロイン系のニーズが大きいため、他の部位は輸出されず

国内市場に出回る場合が多いため、国内供給が過剰となり、ブランド価値を下げる要因

となることが懸念されます。 

 

③ 取組の方向性 

○ 関係機関が一体となった仙台牛の安定的・継続的な輸出体制の構築 

仙台牛銘柄推進協議会等の関係機関と連携し、県外の食肉処理施設を活用しながら、

仙台牛の需要が高い国・地域への安定的・継続的な輸出を行う体制の構築を図ります。

また、将来的には、仙台牛の輸出が可能な市場の拡大についても検討を行います。 

○ 一頭買いの推進による効率的な輸出の拡大とブランド価値の向上 

海外バイヤーや現地の実需者等に対し、これまで輸出が進んでいなかったロイン系以

外の部位別の特長や調理方法についての理解を醸成し、一頭買いを推進することにより、

仙台牛の効率的な輸出の拡大とブランド価値の向上を図ります。 

○ 海外プロモーションやインバウンドとの連携による潜在需要の喚起 

海外の飲食店等と連携し、仙台牛の品質の高さや美味しさについて現地消費者に知っ

てもらうためのプロモーションを展開します。また、旅行会社やインフルエンサー等を

活用し、観光プロモーションと併せてインバウンド向けのＰＲを行い、潜在需要を喚起

して、仙台牛の消費拡大と認知度向上を図ります。 

 

《事業展開／イメージ》 

○ 安定的・継続的な輸出体制の構築  

仙台牛の需要が高い国・地域向けの輸出については、現状では県外市場か
ら行わざるを得なく、そのことがコスト高や輸出頭数の制限、積極的な売り込み
が難しい要因となっています。そのため、関係機関が一体となり、各国・地域に
対し、安定的・継続的に仙台牛の輸出を行えるような体制の構築を目指しま
す。 

○ 潜在需要の喚起  

少子高齢化や人口減少により国内の食肉市場が縮小傾向にある中で、海外
の消費者をターゲットとした仙台牛の輸出拡大は必要不可欠な取り組みです。
そのため、海外現地でのプロモーションや、インバウンド向けのＰＲを積極的に
展開し、潜在需要を喚起することにより、仙台牛の消費拡大と認知度向上を図
ります。 
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（４）いちご 

① これまでの取組 

○ 宮城県では、これまでＪＡグループや一部の農業法人がいちごの輸出に取り組んでい

ましたが、ロットの確保が難しいうえ、輸送コストの高さや輸送ロスの発生などが障壁

となり、輸出量は拡大していない状況でした。 

○ そこで、２０２２年度に、県内の複数のいちご生産者と食品商社が連携し、産地から

タイの小売店まで、大ロットのいちごを鮮度保持しながら、定期的・定量的に輸出する

バリューチェーンを構築しました。 

○ ２０２３年度には、輸出先をタイ、シンガポール、香港、台湾、マレーシアに拡大し、

２０２４年４月には、グアムへの初輸出が実現するなど、海外販路が拡大しており、輸

出量・輸出金額も増加しています。また、２０２３年１２月には、いちごの輸出がひと

つの契機になり、国内外にドン・キホーテを展開するＰＰＩＨと「宮城県産品の海外へ

の販路拡大等」について包括連携協定を締結しました。 

○ また、２０２３年度には、ＪＡグループが台湾の残留農薬基準に適合したいちごの生

産に取り組み、「仙台いちごⓇ」の仙台空港から台湾への定期・定量輸出を行いました。 

 

《取組例》 

○ いちご生産者と食品商社によるバリューチェーンの構築  
２０２３年１月に、県内の５軒の生産者と(株)アライドコーポレーション（横浜

市）が連携し、タイの DON DON DONKI向けにいちごの定期・定量輸出を行うバ
リューチェーンを構築。２０２４年には生産者が倍増し、輸出先もタイ、シンガポ
ール、香港、台湾、マレーシア、グアムに拡大し、輸出量約１２１,０００パック（３
０.２トン）、輸出金額約４,８００万円を達成しました（２０２４年産促成いちご、１月
～６月の輸出実績）。 

○ ＪＡグループによる「仙台いちご®」の台湾向け輸出  

２０２４年にＪＡみやぎ亘理管内で９軒の生産者が台湾の厳しい残留農薬基
準に適合したいちごの栽培に取り組み、仙台空港から直行便による台湾への
いちごの輸出を実現。１月～２月に週２回程度の定期・定量輸出を行い、輸出
量は約６,７００パック（１.７トン）、輸出金額は約４２０万円となりました。 

○ ＰＰＩＨとの包括連携協定の締結  

いちごの輸出がひとつの契機となり、宮城県とＰＰＩＨは２０２３年１２月２２日
に「宮城県産品の海外への販路拡大等に関する包括連携協定」を締結しまし
た。いちごをはじめとした県産品の海外販路拡大・販売促進や、県内の空港・
港湾を活用した輸出促進、観光振興等に取り組んでいくこととしています。 

 

② 現状と課題 

○ ２０２３年の日本産いちごの輸出額は約６２億円（前年比１１７.６％）で、国の輸出

拡大実行戦略では、２０２５年の輸出目標を８６億円としています。本県では、国輸出

拡大実行戦略の重点品目の輸出産地として、亘理町・山元町（実施主体（輸出事業計画

の策定者）：全農宮城県本部）が登録されています。 

○ 宮城県のいちごの作付面積は１３６ha、収穫量は４,８７０t、産出額は６３億円で、

全国第１０位、東北地方第 1位の産地となっています（２０２２年産、農林水産統計）。

また、県では、２０２１年４月に策定した「みやぎ園芸特産振興戦略プラン」において、

「いちご１００億円産地の育成」を目標に掲げ、いちごの新規参入拡大や、輸出促進に

向けた基盤構築等を進めています。 
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○ 品質の良い日本産のいちごは海外で高い人気と需要があり、宮城県産いちごの引き合

いも増えてきています。また、近年、県内でいちごの輸出に取り組む生産者は増加して

いますが、国内の需要や販売価格が高い時期は、未だ海外需要に対し供給が応えられて

いない状況にあるため、海外需要に応じた安定供給体制の構築が求められています。 

○ いちごは輸出先国・地域により、生産園地及び選果こん包施設の登録、衛生証明書の

取得、植物検疫及び残留農薬基準への対応などが求められます。そのため、輸出に取り

組む生産者の拡大に向けては、引き続き、これらの必要な手続きや対応についての支援

を行っていく必要があります。 

 

③ 取組の方向性 

○ 輸出に取り組む生産者の拡大によるいちご輸出産地の形成 

県内いちご生産者に対し、輸出実績のフィードバックや課題解決のための勉強会の開

催、輸出に必要な手続きや対応についての支援を行い、輸出に取り組む生産者の拡大を

図り、「いちごの輸出１億円」産地の形成を目指します。 

○ 宮城県産いちごのブランド化と輸出量の拡大 

ＪＡグループ、輸出商社、包括連携協定を締結したＰＰＩＨをはじめとした海外販売

店等と連携しながら、海外におけるプロモーションを展開して宮城県産いちごの認知度

向上とブランド化に取り組み、更なる輸出量の拡大を図ります。 

○ 海外需要に応じた輸出体制の構築 

生産者や輸出商社等と生産・出荷計画を共有しながら、海外需要が高い時期に的確に

対応できるような輸出体制を構築します。また、６月上旬頃まで輸出が可能な本県の強

みを活かし、九州～関東地域との産地リレーにより、海外需要に応える日本産いちごの

長期輸出体制の構築を目指します。 

 

《事業展開／イメージ》 

○ 包括連携協定の実行による県産いちごの輸出拡大  

県と包括連携協定を締結したＰＰＩＨとの連携を深め、これまでに構築したい
ちご輸出のバリューチェーンの改善と強化を支援し、更なる輸出量の拡大を目
指します。また、ＰＰＩＨの商流を活用し、いちご輸出と連動した県産食品の輸出
拡大を図ります。 

○ 「いちごの輸出１億円」産地の形成  

県内生産者、ＪＡグループ、輸出商社、海外販売店等と連携し、いちご輸出
の将来展望を共有しながら、輸出に取り組む生産者の拡大、新たな海外販路
の開拓、海外における県産いちごのブランド化を図り、早期に「いちごの輸出１
億円※」産地の形成を目指します。 
（※宮城県事業及び県の支援による県産いちごの輸出実績） 
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（５）日本酒 

① これまでの取組 

○ 宮城県では、２０２１年度より宮城県酒造組合が提唱する日本酒の「香り」と「味の

濃淡」、「柔らかさ」の数値による分類を活用し、オリジナルラベルの作成や現地料理と

のペアリング提案によるプロモーション（「MIYAGI STYLE」）を実施してきました。 

〇 ２０２２年度にはイタリア共和国、２０２３年度にはイタリア共和国及びスイス連邦

において、現地料理とのペアリングによるテイスティング商談会を実施しました。商談

会後は、複数の蔵元と物流事業者、現地輸入事業者のサケカンパニーが連携し、欧州へ

の商流構築が実現しました。また、サケカンパニーが運営する現地ＥＣサイトを活用し

た販売促進にも取り組んでいます。 

〇 イタリア共和国、スイス連邦の現地ソムリエ等を対象としたセミナーや、２０２３年

度に実施したイタリア共和国の酒ソムリエ協会の宮城ツアー等を通じて、県産日本酒に

関する学習機会をつくり、海外における日本酒への理解醸成と消費者への情報発信力の

強化にも取り組んでいます。また、海外における評価の高まりを受けて、県内メディア

への掲載や藤崎百貨店（仙台市）における店頭販売の開催など、国内での知名度向上に

も取り組んでいます。 

 

《取組例》 

○ イタリア、スイスにおけるテイスティング商談会の実施  
イタリア共和国ミラノ、ローマ、スイス連邦ルガーノにおいて、現地の日本酒

卸業者と連携し、「MIYAGI STYLE」の手法により、現地飲食店関係者やソムリ
エ等に日本酒を味わいながら、その奥深さや魅力を学んでいただき、新たな商
流構築につながりました。 

○ イタリア共和国の酒ソムリエ協会の宮城ツアーの実施  

イタリア共和国から現地輸入事業者やソムリエ等２３名を招へいし、日本酒
の蔵元を視察したほか、古川農業試験場において酒造好適米について学ぶな
ど、県産日本酒への理解醸成につなげました。 

○ 「ソウルサケフェスティバル２０２４」への出展  
２０２４年５月に開催されたアジア最大級の日本酒イベント「ソウルサケフェス

ティバル２０２４」に宮城県ソウル事務所がブースを出展し、イベントに参加した
宮城県の６つの酒蔵の活動支援を行いました。韓国では近年、20 代～30 代の
若年層を中心に日本酒の人気が高まってきており、今後、韓国における宮城県
産日本酒の販路拡大が期待されます。 

 

② 現状と課題 

○ ２０２３年の日本酒の輸出額は４１１億円（前年比８６.５％）で、国の輸出拡大実行

戦略では、２０２５年の輸出目標を６００億円としています。本県では、国輸出拡大実

行戦略の重点品目の輸出産地として、１６産地が登録されています。 

〇 宮城県の日本酒の酒類販売業免許場数は３５場、製成数量は５,９９６㎘、販売（消費）

数量は８,９２０㎘（令和４年度版国税庁統計年報）です。本県では、一定の基準を満た

した原料や方法により造られる「特定名称酒」の製造比率が高まっており、「蔵の華」「吟

のいろは」といった酒造好適米の開発も進められています。その高品質な当県の日本酒

は、ロンドンで行われる世界最大規模のワイン品評会「ＩＷＣ」インターナショナル・

ワイン・チャレンジや、フランスのトップソムリエが審査を行う「Kura Master」など海

外のコンペティション・コンクール等でも高い評価を受けています。 
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〇 一方、酒蔵の多くは海外への一貫した供給体制を持たず、輸出の初期段階では売れ行

きの予測が難しいなど、個別のプロモーションには限界があります。複数の酒蔵が連携

し、日本酒の魅力を海外市場に伝えるとともに、適切に輸送、保管、供給する仕組みを

共同で構築していく必要があります。 

 

③ 取組の方向性 

○ 酒蔵・パートナー企業との連携による販路定着 

県内複数の酒蔵の連携や、欧州のパートナー企業との関係強化を中心に、県産日本酒

の情報発信と販路の定着を促進します。 

○ 交流基盤を活用した県産日本酒の普及啓発 

県の海外事務所（ソウル、大連）をはじめ、自治体国際化協会やジェトロへの職員派

遣、姉妹友好都市、海外宮城県人会や販路開拓事業で開拓した人的交流基盤等を活用し、

重層的に海外市場にアプローチします。特に米国は特殊な流通規定や複雑なライセンス

により酒類の参入障壁が高いため、現地交流基盤を構築・活用しながら、県産日本酒等

の認知向上・販路開拓を図っていきます。 

○ 「MIYAGI STYLE」による知名度向上とファンへの浸透 

国内外での知名度向上を図り、「MIYAGI STYLE」によるプロモーションを継続的に実施

することにより、県産日本酒の理解醸成や新たな市場とファン獲得に取り組みます。ま

た、牛肉などの他品目を組み合わせた相乗効果のあるプロモーションを実施します。 

 

《事業展開／イメージ》 

○ 酒蔵と現地輸入事業者等が連携した販路拡大の取組  

現地輸入事業者等と繋がりのある現地飲食店経営者やソムリエ等を招聘し
た蔵見学や、酒蔵が現地を訪問し商談会を実施します。 
また、サケカンパニーの持つ商流を活かし、「MIYAGI STYLE」の手法により新た
にスペイン王国での市場開拓に取り組みます。 

○ 交流基盤を活用した県産日本酒プロモーションの実施  

現地交流基盤を活用しながら、米国サンフランシスコで開催される日本国外
最大の日本酒イベント等に出展し、県産日本酒の認知向上に取り組みます。 
 あわせて、販路事業で開拓したコネクションにより、県内酒蔵のプロモーション
や現地企業との面談等を実施し、販路開拓に取り組みます。 

 

 

【MIYAGI STYLE】 
宮城県酒造組合が提唱する「日本酒の特徴的な香りと味の濃淡・

柔らかさの数値」に基づいて４カテゴリーに分類し、それぞれのオリジ

ナルの統一ラベルと、それぞれに合う現地の料理とのペアリングを提

案するものです。 

この手法により、ワイン文化のある海外に向けたＰＲに取り組み、

県産日本酒の認知度向上及び輸出促進に繋げています。 
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（６）さつまいも 

① これまでの取組 

○ これまで日本のさつまいもの生産や輸出の主要産地であった九州では、近年、土壌伝

染性病害の拡大などにより、生産量は減少を続けています。一方で、東北や北海道では

新たにさつまいもの生産に取り組む動きが広まっており、宮城県でもさつまいもの作付

面積は増加傾向にあります。 

○ 県内では山元町の農業生産法人が先行して大規模な栽培に取り組み、生産や貯蔵に関

するノウハウを蓄積しながら、ＪＡグループと協力して国内外の販路を開拓しており、

２０２１年に九州の輸出商社を通して香港の小売店にさつまいもの輸出を開始しまし

た。県内のさつまいもの作付面積は年々増加しており、輸出向け生産を行う農業者も拡

大傾向にあります。 

〇 ２０２３年には、「物流の２０２４年問題」や「カーボンニュートラル」への対応を見

据え、生産者・ＪＡグループ・輸出商社・物流業者・海外現地販売者が連携し、従来の

横浜港までのトラック輸送を仙台港からの海上輸送に全面的に切り替え、産地から海外

小売店まで一貫したさつまいもの輸出バリューチェーンを構築しました。 

 

《取組例》 

○ 県産さつまいもの香港向け輸出を開始  
２０２１年、全農宮城県本部と九州農水産物直販(株)がマッチングし、香港の

デイリーファーム向けに(株)やまもとファームみらい野のさつまいものトライアル
輸出を実施。香港現地から高い評価を得たことから、同年に本格的な輸出を開
始しました。県内のさつまいもの作付面積の拡大に伴い、輸出に取り組む生産
者や輸出量も増加傾向にあります。 

○ 仙台港を活用したさつまいも輸出バリューチェーンの構築  
(株)やまもとファームみらい野、全農宮城県本部、九州農水産物直販(株)、三

陸運輸(株)、香港デイリーファームが連携し、仙台港から横浜港経由の海上輸
送により、香港に県産さつまいもを輸出するバリューチェーンを構築。産地でバ
ンニングを行い、陸上輸送の時間を短縮することにより、品質の安定化と CO2

の削減を実現。 

 

② 現状と課題 

○ ２０２３年の日本産さつまいもの輸出額は約２９億円（前年比１０３.９％）で、国の

輸出拡大実行戦略では、２０２５年の輸出目標を２８億円としています。本県では、 

２０２４年にＪＡグループが中心となり、「宮城県ＪＡ農産物輸出促進協議会」（事務局：

全農宮城県本部）を設立しました。また、同協議会のさつまいもの輸出事業計画が「令

和６年度大規模輸出産地モデル形成等支援事業」（農林水産省）に採択され、輸出向け栽

培面積の拡大、輸出向け生産を行う農業者の増加、輸出先国・地域の規制・ニーズに適

合した新商品の開発及び商品の改良、新たな販路拡大等に取り組むこととしています。 

○ 宮城県のさつまいもの作付面積は約５６ha、収穫量は６９４t（２０２３年産、農林水

産統計）で、作付面積は近年急増しています。県では、さつまいもの作付面積の増加に

伴い、２０２１年３月に策定した「みやぎ園芸特産振興戦略プラン」について、２０２

４年３月に中間見直しを行い、さつまいもを県戦略品目に追加して産地化を図ることと

しています。 

○ 糖度が高く食味の良い日本のさつまいもは、東南アジアをはじめ海外で高い人気があ
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り、その需要は年々大きくなっています。宮城県でもＪＡグループが主体となり、 

２０２１年から香港へのさつまいもの輸出を開始しましたが、需要に対し供給が応えら

れていない状況です。さつまいもの生産を本格的に開始してから日が浅い生産者が多く、

輸出量の拡大に向けては、収量や品質の向上に向けた栽培技術の改善が必要となってい

ます。 

○ さつまいもの輸出は海上輸送が一般的ですが、冬季（１１月～２月）の海上輸送中の

腐敗が多いため、腐敗率の低減に向け、適切な出荷・輸送条件を明確化し、有効な対策

を実施することが求められています。また、輸出用のさつまいもはキュアリング処理が

必須となりますが、県内のキュアリング施設は不足している状況です。 

○ 輸出先の香港の一般家庭では、さつまいもを炊飯器で調理する習慣があるため、現在

の主要販売先である小売店ではＳサイズのさつまいもの取扱いが中心となっています。

Ｓサイズの商品づくりは栽培管理や出荷調製に労力がかかるため、今後は業務向けのＭ

～Ｌサイズの輸出も視野に入れるとともに、香港以外の輸出先国・地域の開拓に取り組

み、より多くの規格のさつまいもの輸出を推進していくことが重要です。 

 

③ 取組の方向性 

○ さつまいもの輸出産地の形成 

ＪＡグループや市町村等の関係機関と連携し、県内農業者に対してさつまいもの生産・

輸出への取組を働きかけ、輸出向けさつまいもの生産面積の拡大と輸出量の増加を図り

ます。あわせて、国や県の補助事業を活用しながら、キュアリング施設の導入支援等を

行い、さつまいもの輸出産地の形成を目指します。 

○ 生産技術の改善による収量・品質の向上と安定供給の実現 

国の試験研究機関等と連携し、さつまいもの生産・輸出マニュアルの改良や栽培講習

会の開催等を通して生産技術の改善を図り、収量・品質の向上と安定供給につなげます。 

○ 新たな海外販路の開拓と輸出商品の開発 

宮城県ＪＡ農産物輸出促進協議会と輸出商社や海外バイヤー等との商談・マッチング

を支援し、香港以外の国・地域への販路拡大を進めます。また、多様な規格（サイズ）

の商品や、焼き芋等の業務向け商品、干し芋等の加工品など、輸出先国・地域や現地販

売先の需要に応じた商品開発に取り組み、県産さつまいもの更なる輸出拡大を図ります。 

 

《事業展開／イメージ》 

○ 生産者・関係機関が一体となったさつまいもの輸出産地の形成  

２０２４年、ＪＡグループを中心とした「宮城県ＪＡ農産物輸出促進協議会」が
設立されました。県内の生産者や関係機関等が一体となり、国の輸出事業等
を活用しながら、さつまいもの輸出産地の形成を目指します。 

○ 新たな海外販路の開拓による輸出拡大と安定供給の実現  
新たな海外販路の開拓に積極的に取り組むとともに、輸出先国・地域や現地

販売先の需要に応じた商品開発を行い、宮城県産さつまいもの更なる輸出拡
大を図ります。あわせて、生産者への栽培技術支援も行い、収量・品質の向上
と安定供給を実現します。 
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第５章 目標指標 

 １ 目標指標の設定 

第３章で定めた「目指すべき姿」の達成を目指して、以下の目標指標を設定し、取り組んで

いきます。 

 

＜目標１＞ 輸出に取り組む事業者の増加と利益拡大（継続） 

 〇 新たに輸出に挑戦する事業者の掘り起こし、アドバイザーによるマッチング、輸出プ

ロモーションにかかる費用の補助等を実施し、輸出に取り組む県内企業数の増加に取り

組みます。 

項目 目標 実績 

海外販路開拓相談 

●件以上／年 

前計画：100 件以上／年 

2022：294 件 

2023：292 件 

2024： 

海外ビジネスマッチング支援 
●件以上／年 

前計画：40件以上／年 

2022：76件 

2023：49件 

2024： 

輸出に取り組む県内企業の増加 
●件以上／年 

前計画：3件以上／年 

2022：15件 

2023：10件 

2024： 

 

＜目標２＞ 販路拡大による輸出品目と輸出量の増加（新規） 

 〇 「マーケットイン」の商品づくりに取り組むため、マーケット調査や現地プロモーシ

ョンを実施により販路を開拓し、販路開拓後も海外現地パートナーとの連携等により、

より多くの商品や量が多くの国・地域に向けて輸出されるよう取り組みます。 

項目 目標 実績 

輸出商品の数 

2025：●商品以上／年 

2026：●商品以上／年 

2027：●商品以上／年 

2022：267 商品 

2023：296 商品 

2024： 

輸出総額 

2025：●千円以上／年 

2026：●千円以上／年 

2027：●千円以上／年 

2022：40,172 千円 

2023：76,637 千円 

2024： 

輸出先国・地域数 

2025：●国・地域以上／年 

2026：●国・地域以上／年 

2027：●国・地域以上／年 

2022：19国・地域 

2023：14 国・地域 

2024： 

 

 

 

 

 

最終案で 

掲載予定 

最終案で 

掲載予定 
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＜目標３＞ 持続的なバリューチェーンモデルの構築（継続） 

〇 生産から海外現地販売までの事業者が連携した物流コスト低減等に向けた体制整備

を実施し、バリューチェーンモデルが構築されるよう取り組みます。 

項目 目標 実績 

生産・流通等の事業者連携による

バリューチェーン構築 
１件以上／年 

2022 年：１件 

2023 年：１件 

2024 年： 

 

＜目標４＞ 「東北」からの輸出促進と認知度の向上（新規） 

〇 東北経済連合会やジェトロ、ＧＦＰ東北（農林水産物・食品輸出プロジェクト）と連

携し、物流面でも支援を行いながら、「東北」一体となり輸出促進につなげる取組を実

施します。 

項目 目標 実績 

東北各県と連携した取組 １事例以上／年 

2022 年：１事例 

2023 年：１事例 

2024 年： 

 

 ２ 取組の検証と改善（進捗管理） 

本戦略で掲げた目標を確実に達成するためには、第２章の３に掲げた様々な取組の実施状況

を把握し、検証と改善を行っていくことが重要です。 

本戦略の実行状況を管理するため、各年度の取組実績を取りまとめ、外部組織「みやぎ国際

戦略プラン懇話会」において意見を伺います。 
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第６章 県の施策と支援体制の整備  

 １ 県の支援策 

 

  

最終案で掲載予定 
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最終案で掲載予定 
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付属資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終案で掲載予定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県農林水産物・食品輸出促進戦略 

（2025年度版） 

 

2017（平成 29）年 3月 策定 

2022（令和 04）年 3月 改定 

2025（令和 07）年 3月 改定（予定） 

 

宮城県経済商工観光部（国際ビジネス推進室） 

980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

電話：022-211-2946（国際ビジネス推進第二班） 

mail：s-yushutsu@pref.miyagi.lg.jp 

 

 

mailto:s-yushutsu@pref.miyagi.lg.jp

